
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式交付に関する事前開示書類 
 

（会社法第 816条の 2第 1項及び同法施行規則第 213条の 2に定める書面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年 10月 10日 

東京都渋谷区恵比寿一丁目 18番 14号 

unbanked株式会社 
  



 

2025 年 10月 10日 

 

 

 

  東京都渋谷区恵比寿一丁目 18番 14号 

unbanked 株式会社 

代表取締役社長 安達 哲也 

 

 

unbanked株式会社（以下「当社」といいます。）は、2025年10月10日付で作成した株式交付計画

書（以下「本株式交付計画」といいます。）に基づき、2025年10月31日を効力発生日（以下「本効

力発生日」といいます。）として、当社を株式交付親会社、株式会社まーる（以下「まーる社」と

いいます。）を株式交付子会社とする株式交付（以下「本株式交付」といいます。）を行います。

会社法第816 条の2第1項及び会社法施行規則第213 条の2に定める事前開示事項は、下記のとおり

です。 

なお、本株式交付は、会社法第816 条の4第1項に定める簡易株式交付に該当します。 

 

記 

 

１．株式交付計画の内容（会社法第 816条の 2第 1項） 

 

別紙 1のとおりです。 

 

２．会社法第 774 条の 3 第 1 項第 2 号に掲げる事項についての定めが同条第 2 項に定める要件

を満たすと株式交付親会社が判断した理由（会社法施行規則第 213 条の 2第 1号） 

 

本株式交付計画の作成日時点において、まーる社の議決権の総数は、100個です。本株式交

付計画においては、当社が本株式交付に際して譲り受けるまーる社の普通株式の数の下限を

51 株と定めており、仮に当社が本株式交付に際して下限であるまーる社の普通株式 51 株を

譲り受けた場合、本株式交付が効力を生じる日において、当社が保有するまーる社の議決権

の数は、まーる社の総株主の議決権の数の 51％（小数点以下第二位四捨五入。）を占めること

になると見込まれます。 

以上から、当社は、本株式交付に際して譲り受けるまーる社の普通株式の数を 51株とする

本株式交付計画の定めが、会社法第 774 条の 3第 2項に定める要件を満たすものと判断いた

しました。 

 

３．会社法第 774 条の 3 第 1 項第 3 号から第 6 号までに掲げる事項についての定めの相当性に

関する事項（会社法施行規則第 213条の 2第 2号） 

 

別紙 2のとおりです。 

 

４．会社法第 774 条の 3第 1項第 8号及び第 9号に掲げる事項についての定めの相当性に関する

事項（会社法施行規則第 213条の 2第 3号） 

 

該当事項はありません。 

  



 

５．株式交付子会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 213条の 2第 4号） 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

別紙 3のとおりです。 

 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書等があるときは、当該臨時計算

書類等の内容 

 

 該当事項はありません。 

 

（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の

状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

 該当事項はありません。 

 

６．株式交付親会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負

担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 213 条の 2

第 5号イ） 

 

 当社が補助参加人として参加しておりました訴訟に関し、東京高等裁判所における控訴審

手続において、当社を当事者に含む訴訟上の和解が 2025 年７月９日付で成立いたしました。

これに伴い、当社は 2026年 3月期第 1四半期において概算 1,210百万円を特別損失として計

上しております。 

 

７．本株式交付が効力を生ずる日以後における株式交付親会社の債務の履行の見込みに関する事

項（会社法施行規則第 213条の 2第 6号） 

  

本株式交付は、会社法第 816条の 8第 1項の適用を受けないため、該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

  



 

（別紙 1）株式交付計画書 

株式交付計画書 

 

unbanked株式会社（以下「甲」という。）は、甲を株式交付親会社、株式会社まーる（以下

「乙」という。）を株式交付子会社とする株式交付（以下「本株式交付」という。）を行うにあた

り、以下のとおり株式交付計画（以下「本計画」という。）を作成する。 

第１条（株式交付子会社の商号及び住所） 

乙の商号及び住所は、次のとおりである。 

商号：株式会社まーる 

住所：東京都渋谷区渋谷三丁目 18番 7号 

第２条（株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数の下限） 

甲が本株式交付に際して譲り受ける乙の普通株式の数の下限は、51株とする。 

第３条（株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対

価として交付する株式交付親会社の株式の数） 

甲は、本株式交付に際して、乙の普通株式の譲渡人に対して、乙の普通株式 51株の対価として、甲

の普通株式 2,236,829株を交付する。 

第４条（株式交付子会社の株式の譲渡人に対する株式交付親会社の株式の割当てに関する事項） 

甲は、本株式交付に際して、乙の普通株式の譲渡人に対して、乙が譲渡する乙の普通株式 1株につ

き、甲の普通株式 43,859.39 株を割り当てる。 

第５条（株式交付親会社の資本金等の増加額） 

本株式交付により増加する甲の資本金及び準備金の額は以下のとおりとする。 

（1）資本金の増加額：0円 

（2）資本準備金の増加額：会社計算規則に従い、当社が別途定める額 

（3）利益準備金の増加額：0円 

第６条（株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みの期日） 

乙の普通株式の譲渡に係る申込期日は、2025 年 10月 31日とする。 

第７条（株式交付計画の承認決議） 

甲は、効力発生日の前日までに、本計画の承認及び本計画に必要な事項に関する機関決定を行う。 

第８条（株式交付がその効力を生ずる日） 

本株式交付が効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2025年 10月 31日とする。ただ

し、本株式交付の手続進行上の必要性その他の事由により必要がある場合には、甲は、これを変更す

ることができる。 

第９条（株式交付計画の変更及び株式交付の中止） 

本計画の作成の日から効力発生日までの間において、本株式交付の実行に重大な支障となる事象が生

じたこと等により本株式交付の目的を達成することが困難となった場合には、甲は、本計画の内容を

変更し、又は本株式交付を中止することができる。 



 

第 10条（株式交付計画の効力） 

本計画は、第７条に定める甲の適法な機関決定が得られないときは、その効力を失うものとする。 

第 11条（規定外事項） 

本計画に定めるもののほか、詳細な株式の譲受に際しての条件等本株式交付に必要な事項は、本株式

交付の趣旨に従って、甲がこれを定める。 

 

2025年 10月 10日 

東京都渋谷区恵比寿一丁目 18番 14号 

unbanked株式会社 

代表取締役社長 安達 哲也 

 



 

（別紙 2） 

会社法第 774条の 3第 1項第 3号から第 6号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する

事項（会社法施行規則第 213条の 2第 2号） 

 

１．株式交付に係る割当ての内容（株式交付比率）及び株式交付比率の算定根拠等 

（１）本株式交付に係る割当ての内容 

 

会社名 
unbanked株式会社 

（株式交付親会社） 

株式会社まーる 

（株式交付子会社） 

株式交付比率 1 43,859.39 

交付する株式数 2,236,829株（予定） 

(注)１．株式の割当比率 

まーる社の普通株式１株に対して、当社の普通株式 43,859.39 株を割り当てます。当社は

本株式交付による株式の交付に際し、新たに普通株式 2,236,829 株を発行する予定です。

なお、上記表に記載の本株式交付に係る割当比率（以下「本株式交付比率」といいます。）

は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、当社及びまーる社の株主で

合意の上、変更されることがあります。なお、本株式交付によって発行する当社の普通株

式 2,236,829株は、2025年 9月 30日時点における当社の発行済株式数 11,334,153 株に対

して 19.74％の希薄化率となります。また、本株式交付後の当社の発行済株式総数

13,570,982 株に対して、まーる社の株主の当社株式の持株比率は 16.48％となる見込みで

す。 

２．単元未満株式の取扱い 

本株式交付により、1単元（100株）未満の当社の普通株式（以下「単元未満株式」といい

ます。）の割当てを受け、単元未満株式を保有することとなるまーる社の株主は、会社法第

192 条第 1 項の規定に基づき、当社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ること

を請求することが可能です。また、会社法第 194条第 1項及び当社の定款第 9条に基づき、

当社に対し、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡

すことを請求することも可能です。 

３．1株に満たない端数の取扱い 

本株式交付に伴い、当社の普通株式 1 株に満たない端数が生じた場合、会社法第 234 条の

規定に従い、1株に満たない端数部分に応じた金額をまーる社の株主に対して支払います。 

 

（２）本株式交付に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

 

まーる社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

  



 

 

２．本株式交付に係る割当ての内容の根拠等 

（１）割当ての内容の根拠及び理由 

 

当社は、本株式交付に用いられる株式交付比率の検討に際し、その公平性・妥当性を確保

するため、当社及びまーる社から独立した第三者算定機関である永田町リーガルアドバイザ

ー株式会社（東京都千代田区永田町一丁目 11番 28号 代表取締役 加陽 麻里布、以下「算

定機関」といいます。）に当社及びまーる社の株式価値の算定並びに株式交付比率の算定を依

頼いたしました。 

当社は当該算定機関によるまーる社の株式価値の算定結果及び株式交付比率を参考に、同

社の財務状況、資産の状況、財務予測等の将来見通しを踏まえて、当社及びまーる社の株主

で慎重に協議を重ねた結果、本株式交付比率により本株式交付を行うことがそれぞれの株主

の利益に資するものであるとの判断に至りました。 

  

（２）算定に関する事項 

 

① 算定機関の名称並びに上場会社及び相手会社との関係 

本株式交付の株式交付比率につきましては、その公平性・妥当性を確保するため、当社は、

算定機関に依頼をし、2025 年 10 月 9 日付で、当社及びまーる社の株式交付比率算定書を取

得しました。 

なお、当該算定機関は当社及びまーる社の関連当事者には該当せず、当社及びまーる社と

の間で重要な利害関係を有しません。 

 

② 算定の概要 

算定機関は、両社の株式価値の算定に際して、当社の株式価値については、当社が東京証

券取引所スタンダード市場に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法（算定

基準日は、直近の株式市場の状況を反映するために 2025 年 10 月 9 日を基準日とし、算定基

準日の終値及び算定基準日から遡る 1 か月、3 か月、6 か月の各期間の株価終値の単純平均

値）を用いて算定を行いました。算定された当社の普通株式の 1 株当たりの価値の評価レン

ジは以下のとおりです。 

算定手法 算定結果（円） 

市場株価法 384 ～ 528 

 

また、まーる社の株式価値については、非上場会社であるため市場株価が存在せず、将来

清算する予定はない継続企業であることからＤＣＦ（ディスカウント・キャッシュ・フロー）

法、並びに基準日における資産価値となる簿価純資産による算定を用いて算定を行いました。

算定については、まーる社から提供された事業計画を基に算定しております。当該事業計画

は、2026 年 5 月期は 2025 年 9 月に難波店の出店、海外仕入及び輸出拡大による稼働効果に

より粗利 6 億円、営業利益約 3.3 億円を見込んでおります。その後については、本店・難波

店両店舗での営業活動・広告宣伝の強化に加え、海外からの仕入れ強化による商品競争力の

向上、さらに輸出販売の拡大を通じて顧客基盤を広げ、当面は粗利ベースで年 10％の成長が

想定されております。 

算定においては、2026 年 5 月期から 2030 年 5 月期までの財務予測を基本として、将来キ

ャッシュフローを算定し、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業価値を評価

し算定しております。なお、算定の対象とした財務予測は、2026 年 5 月期から 2030 年 5 月

期までの営業利益は 330百万円から 484百万円となる予測であり、年間 10％の成長の増益が

見込まれております。ただし、算定上においては、長期的には国内市場の成熟を踏まえ、成

長率は段階的に低下し、最終的には名目 GDP成長率水準に収斂する前提としております。 

算定機関がＤＣＦ法に基づき算定した、まーる社の普通株式の 1 株当たりの株式価値の算

定結果は以下のとおりです。 



 

採用手法 算定結果（円） 

ＤＣＦ法 20,123,719 ～ 24,595,657 

 

上記より当社の普通株式 1 株あたりの株式価値を 1 とした場合の株式交付比率の算定結果

は以下のとおりとなります。 
株式交付比率の算定結果 

まーる社 38,113.10 ～ 64,051.19 

 

算定機関は、株式価値の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般に公開された

情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの情報等が全て正確かつ完全なもので

あることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。 
 

３．株式交付に伴い増加する当社の資本金及び準備金の額に関する事項 

 

本株式交付により増加する当社の資本金、資本準備金及び利益準備金の額は、以下のとおり

です。かかる取扱いは、法令及び当社の資本政策に鑑み、相当であると考えております。 
①資本金の額 金 0円 

②資本準備金の額 会社計算規則第 39条の 2に伴い当社が別途定める額 

③利益準備金の額 金 0円 

  



 

（別紙 3） 

 

１ 貸借対照表 

 
 

  



 

２ 損益計算書 

 

 
 

 

 

 



 

 

３ 株主資本等変動計算書 
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